
● 経過的加算 

 60 歳台前半の特別支給の老齢厚生年金(男性の場合で、昭和 16 年 4 月 2 日以後昭和 24

年 4 月 1 日生の者に限る。女性の場合は男性に比し 5 年遅れ)(日本年金機構ホームページ

より引用)の額には、「定額部分の額」が支給されることになっています。これは、65 歳か

らの「老齢基礎年金」に相当する部分とされていますが、ただ、「定額部分の額」は、20 歳

前及び 60 歳以降の期間が反映されるなどの理由により、「老齢基礎年金」に比し高い額に

なるとされています。「老齢基礎年金」が支給される 65 歳になって、それまでに支給されて

いた「定額部分の額」より少ない「老齢基礎年金」が支給されることで、途端に年金額が減

少することがないよう、その差額分を「経過的加算」として支給することとされています。

その計算式は下記の通りとなります。 

(計算式) 

「定額部分の額」-<老齢基礎年金の満額×昭和 36 年 4 月 1 以降で 20 歳以上 60 歳未満の

厚生年金保険の被保険者期間の月数/480(生年月日が昭和 21 年 4 月 2 日以降の者の場合の

上限月数)> 

(事例集) 

 標準的な事例を A から E まで掲げてみました。皆様の場合がどれに一番近いかご検討の

上、Excel で作成した図表を適宜カスタマイズして、皆様の実例では「経過的加算」の額が

どのくらいになるのかの参考資料としていいだければ幸いです。 
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